


景観形成への取組み状況について 
 
Ⅰ．景観形成に向けた取組みについて 
 
市町村が中心となって地域の実情に応じた良好な景観形成が行われるよう、次のような取組み

を実施 
1. 美観地区･風致地区･伝統的建造物群保存地区等の地域地区制度、地区計画制度等の都市計画制
度による建築活動等の規制･誘導を促進 

2. 景観に配慮した公共施設等の整備が行われるよう、各種補助制度を充実 
 
○小樽運河周辺地区 
・シンボルロード整備事業によって、運河水面や石造倉庫群を残しながら街路整備を実施 
・地区内の歴史的建造物等と調和した魅力あるまちなみの形成を図るため、当該地区周辺におい

て建物の高さや形態を地区計画によって規制 
 
○川越市旧城下町地区 
・歴史的地区環境整備事業（歴みち事業）によって、蔵作りの町屋等が多く残る地区で歴史的景

観に配慮した街路整備を実施、環状道路の強化により地区内通過交通を軽減 
・伝統的建造物群保存地区制度により伝統的建造物の保存と他の建物の修景等を実施 
 
Ⅱ．屋外広告物に関する規制について 
 
都道府県、政令市及び中核市が、屋外広告物法で定める基準に基づき、屋外広告物条例を定め、

必要な規制を実施 
１．規制の目的：美観風致の維持、公衆に対する危険の防止 
２．規制の内容：地域や物件等を指定し、屋外広告物の表示を禁止又は制限 
 
○京都市 
・禁止区域では、自家用広告物についても設置を禁止 
・規制区域のうち規制が厳しい区域では、一般の広告物の許容面積を５㎡以内に制限 
 
○北海道 
・禁止地域では、１個当たり５㎡までの自家用広告物を許容 
・許可地域のうち規制が厳しい地域では、一般の広告物の許容面積を 30㎡以内に制限 
 
 






